
 

令和６年３月１１日 総務文教委員会 

 

総務部税務課 

 

 

議 案 説 明 資 料 

 

１ 議案第３０号 田川市市税条例の一部改正について          ・・・Ｐ１ 



 

議案第３０号 田川市市税条例の一部改正について 

 

１ 改正理由 

  令和６年能登半島地震災害に係る、地方税法の一部を改正する法律案が、令和６年２

月１６日に国会に提出され、同年２月２１日に可決成立し、同日に公布、施行された。 

これに伴い、田川市市税条例の一部を改正する必要が生じたため、所要の改正を行う

ものである。 

 

２ 改正内容 

  令和６年能登半島地震災害の被災者の負担軽減を図るため、個人住民税の特例措置を

講じるもの。 

  具体的には、令和６年１月１日に発生した令和６年能登半島地震による災害により、

住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、現行の制度では、令和７年度分の個

人住民税（令和６年分所得）から雑損控除を行うこととなる。 

  しかし、当災害が広範囲において、生活の基礎となるような家財や生計の手段に甚大

な被害が生じており、かつ、災害発生日が１月１日と令和６年度分個人住民税の課税期

間に極めて近接していること等の事情を総合的に勘案し、臨時、異例の対応として、今

回の改正により令和６年度分の個人住民税（令和５年分所得）において、その損失を雑

損控除の適用対象とすることができる特例措置を設けるもの。 

 

３ 施行日 公布の日から施行を予定。 

 

４ 新旧対照表（別紙） 
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○
田

川
市

市
税

条
例

（
昭

和
２

６
年

条
例

第
４

９
号

）
新

旧
対

照
表

（
傍

線
の

部
分

は
改

正
部

）
 

新
（

改
正

案
）

 
旧

（
現

行
）

 

（
令

和
６

年
能

登
半

島
地

震
災

害
に

係
る

雑
損

控
除

額
等

の
特

例
）

 

第
５

条
の

２
 

所
得

割
の

納
税

義
務

者
の

選
択

に
よ

り
、

法
附

則
第

４
条

の
４

第
４

項

に
規

定
す

る
特

例
損

失
金

額
（

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

特
例

損
失

金
額

」
と

い
う

。
）

が
あ

る
場

合
に

は
、

特
例

損
失

金
額

（
同

条
第

４
項

に
規

定
す

る
災

害
関

連
支

出
が

あ
る

場
合

に
は

、
第

３
項

に
規

定
す

る
申

告
書

の
提

出
の

日
の

前
日

ま
で

に
支

出
し

た
も

の
に

限
る

。
以

下
こ

の
項

及
び

次
項

に
お

い
て

「
損

失
対

象
金

額
」

と
い

う
。
）

に
つ

い
て

、
令

和
５

年
に

お
い

て
生

じ
た

法
第

３
１

４
条

の
２

第
１

項
第

１

号
に

規
定

す
る

損
失

の
金

額
と

し
て

、
こ

の
条

例
の

規
定

を
適

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
第

３
４

条
の

２
の

規
定

に
よ

り
控

除
さ

れ
た

金
額

に
係

る
当

該
損

失
対

象
金

額
は

、
そ

の
者

の
令

和
７

年
度

以
後

の
年

度
分

で
当

該
損

失
対

象
金

額
が

生
じ

た
年

の
末

日
の

属
す

る
年

度
の

翌
年

度
分

の
市

民
税

に
係

る
こ

の
条

例
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
当

該
損

失
対

象
金

額
が

生
じ

た
年

に
お

い
て

生
じ

な
か

っ
た

も
の

と
み

な
す

。
 

２
 

前
項

前
段

の
場

合
に

お
い

て
、

第
３

４
条

の
２

の
規

定
に

よ
り

控
除

さ
れ

た
金

額

に
係

る
損

失
対

象
金

額
の

う
ち

に
同

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

た
者

と
生

計
を

一
に

す
る

令
第

４
８

条
の

６
第

１
項

に
規

定
す

る
親

族
の

有
す

る
法

附
則

第
４

条
の

４
第

                

別
 

紙
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新
（

改
正

案
）

 
旧

（
現

行
）

 

４
項

に
規

定
す

る
資

産
に

つ
い

て
受

け
た

損
失

の
金

額
（

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

親
族

資
産

損
失

額
」

と
い

う
。
）

が
あ

る
と

き
は

、
当

該
親

族
資

産
損

失
額

は
、

当

該
親

族
の

令
和

７
年

度
以

後
の

年
度

分
で

当
該

親
族

資
産

損
失

額
が

生
じ

た
年

の
末

日
の

属
す

る
年

度
の

翌
年

度
分

の
市

民
税

に
係

る
こ

の
条

例
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
当

該
親

族
資

産
損

失
額

が
生

じ
た

年
に

お
い

て
生

じ
な

か
っ

た
も

の
と

み
な

す
。

 

３
 

第
１

項
の

規
定

は
、

令
和

６
年

度
分

の
第

３
６

条
の

２
第

１
項

又
は

第
４

項
の

規

定
に

よ
る

申
告

書
（

そ
の

提
出

期
限

後
に

お
い

て
市

民
税

の
納

税
通

知
書

が
送

達
さ

れ
る

時
ま

で
に

提
出

さ
れ

た
も

の
及

び
そ

の
時

ま
で

に
提

出
さ

れ
た

第
３

６
条

の
３

第
１

項
の

確
定

申
告

書
を

含
む

。
）

に
第

１
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
よ

う
と

す
る

旨
の

記
載

が
あ

る
場

合
（

こ
れ

ら
の

申
告

書
に

そ
の

記
載

が
な

い
こ

と
に

つ
い

て
や

む
を

得
な

い
理

由
が

あ
る

と
市

長
が

認
め

る
場

合
を

含
む

。
）

に
限

り
、

適
用

す
る

。
 

（
特

定
一

般
用

医
薬

品
等

購
入

費
を

支
払

っ
た

場
合

の
医

療
費

控
除

の
特

例
）

 

第
６

条
 

平
成

３
０

年
度

か
ら

令
和

９
年

度
ま

で
の

各
年

度
分

の
個

人
の

市
民

税
に

限

り
、

法
附

則
第

４
条

の
５

第
３

項
の

規
定

に
該

当
す

る
場

合
に

お
け

る
第

３
４

条
の

２
の

規
定

に
よ

る
控

除
に

つ
い

て
は

、
そ

の
者

の
選

択
に

よ
り

、
同

条
中

「
同

条
第

１
項

」
と

あ
る

の
は

「
同

条
第

１
項

（
第

２
号

を
除

く
。
）
」

と
、
「

ま
で

」
と

あ
る

             （
特

定
一

般
用

医
薬

品
等

購
入

費
を

支
払

っ
た

場
合

の
医

療
費

控
除

の
特

例
）

 

第
６

条
 

平
成

３
０

年
度

か
ら

令
和

９
年

度
ま

で
の

各
年

度
分

の
個

人
の

市
民

税
に

限

り
、

法
附

則
第

４
条

の
４

第
３

項
の

規
定

に
該

当
す

る
場

合
に

お
け

る
第

３
４

条
の

２
の

規
定

に
よ

る
控

除
に

つ
い

て
は

、
そ

の
者

の
選

択
に

よ
り

、
同

条
中

「
同

条
第

１
項

」
と

あ
る

の
は

「
同

条
第

１
項

（
第

２
号

を
除

く
。
）
」

と
、
「

ま
で

」
と

あ
る
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新
（

改
正

案
）

 
旧

（
現

行
）

 

の
は

「
ま

で
並

び
に

法
附

則
第

４
条

の
５

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

さ
れ

る
法

第
３

１
４

条
の

２
第

１
項

（
第

２
号

に
係

る
部

分
に

限
る

。
）
」

と
し

て
、

同
条

の
規

定
を

適
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

の
は

「
ま

で
並

び
に

法
附

則
第

４
条

の
４

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

さ
れ

る
法

第
３

１
４

条
の

２
第

１
項

（
第

２
号

に
係

る
部

分
に

限
る

。
）
」

と
し

て
、

同
条

の
規

定
を

適
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
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